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(57)【要約】
　第２の共振型送信電源装置１ｂは、第２の送信アンテ
ナ２ｂの送信電力状態を検出する送信電力状態検出回路
１１ｂと、送信電力状態検出回路１１ｂによる検出結果
に基づいて、重複する電磁界の範囲における異物の有無
を検出する異物検出回路１２４ｂと、異物検出回路１２
４ｂにより異物が検出された場合に、第１の送信アンテ
ナ２ａへの電力の供給を低減又は停止させるよう第１の
共振型送信電源装置１ａを制御する電力制御回路１２５
ｂとを備えた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の送信アンテナ、第１の受信アンテナ、及び前記第１の送信アンテナへの電力供給
を制御する第１の共振型送信電源装置を有する電力伝送用の送受信系と、
　発生する電磁界の範囲が前記第１の送信アンテナから発生される電磁界と重複する第２
の送信アンテナ、第２の受信アンテナ、及び前記第２の送信アンテナへ定常的又は断続的
な小電力を供給する第２の共振型送信電源装置を有する異物検出用の送受信系と、
　前記第２の受信アンテナからの小電力を受信して起動する起動回路、及び前記起動回路
により起動され、前記第１の受信アンテナからの電力を受信する受信電源装置とを備え、
　前記第２の共振型送信電源装置は、
　前記第２の送信アンテナの送信電力状態を検出する送信電力状態検出回路と、
　前記送信電力状態検出回路による検出結果に基づいて、前記重複する電磁界の範囲にお
ける異物の有無を検出する異物検出回路と、
　前記異物検出回路により異物が検出された場合に、前記第１の送信アンテナへの電力の
供給を低減又は停止させるよう前記第１の共振型送信電源装置を制御する電力制御回路と
を備えた
　ことを特徴とする共振型電力伝送システム。
【請求項２】
　前記送信電力状態検出回路は、送信電力状態として、前記送信アンテナからの反射電力
、当該送信アンテナに入力される電圧と電流との位相差、当該電圧及び当該電流の振幅の
うち少なくとも１つ以上を検出する
　ことを特徴とする請求項１記載の共振型電力伝送システム。
【請求項３】
　前記異物検出用の送受信系は、複数系統設けられた
　ことを特徴とする請求項１記載の共振型電力伝送システム。
【請求項４】
　前記電力伝送用の送受信系と前記異物検出用の送受信系の伝送周波数は、同一の固定周
波数である
　ことを特徴とする請求項１記載の共振型電力伝送システム。
【請求項５】
　前記電力伝送用の送受信系と前記異物検出用の送受信系の伝送周波数は、異なる固定周
波数である
　ことを特徴とする請求項１記載の共振型電力伝送システム。
【請求項６】
　前記受信電源装置は、
　自機の識別情報を示す信号を発生して前記異物検出用の送受信系の伝送周波数上に重畳
する識別信号発生回路と、
　自機の受信状態を示す信号を発生して前記異物検出用の送受信系の伝送周波数上に重畳
する状態信号発生回路とを備え、
　前記第２の共振型送信電源装置は、
　前記送信電力状態検出回路は、検出結果から前記識別信号発生回路又は前記状態信号発
生回路により重畳された信号を抽出し、
　前記電力制御回路は、前記送信電力状態検出回路により抽出された信号に基づいて、前
記第１の共振型送信電源装置を制御する
　ことを特徴とする請求項１記載の共振型電力伝送システム。
【請求項７】
　前記第２の送信アンテナは、前記第２の受信アンテナとの間で磁界共鳴による無線電力
伝送を行い、
　前記送信電力状態検出回路による検出結果に基づいて、前記第２の送信アンテナと前記
第２の受信アンテナとの間の共振条件を合わせる共振インピーダンス調整回路を備えた
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　ことを特徴とする請求項１記載の共振型電力伝送システム。
【請求項８】
　前記第２の送信アンテナは、前記第２の受信アンテナとの間で電界共鳴による無線電力
伝送を行い、
　前記送信電力状態検出回路による検出結果に基づいて、前記第２の送信アンテナと前記
第２の受信アンテナとの間の共振条件を合わせる共振インピーダンス調整回路を備えた
　ことを特徴とする請求項１記載の共振型電力伝送システム。
【請求項９】
　前記第２の送信アンテナは、前記第２の受信アンテナとの間で電磁誘導による無線電力
伝送を行い、
　前記送信電力状態検出回路による検出結果に基づいて、前記第２の送信アンテナと前記
第２の受信アンテナとの間の共振条件を合わせる共振インピーダンス調整回路を備えた
　ことを特徴とする請求項１記載の共振型電力伝送システム。
【請求項１０】
　第１の送信アンテナ、第１の受信アンテナ、及び前記第１の送信アンテナへの電力供給
を制御する第１の共振型送信電源装置を有する電力伝送用の送受信系と、
　発生する電磁界の範囲が前記第１の送信アンテナから発生される電磁界と重複する第２
の送信アンテナ、第２の受信アンテナ、及び前記第２の送信アンテナへ定常的又は断続的
な小電力を供給する第２の共振型送信電源装置を有する異物検出用の送受信系とを備え、
　前記第２の共振型送信電源装置は、
　前記第２の送信アンテナの送信電力状態を検出する送信電力状態検出回路と、
　前記送信電力状態検出回路による検出結果に基づいて、前記重複する電磁界の範囲にお
ける異物の有無を検出する異物検出回路と、
　前記異物検出回路により異物が検出された場合に、前記第１の送信アンテナへの電力の
供給を低減又は停止させるよう前記第１の共振型送信電源装置を制御する電力制御回路と
を備えた
　ことを特徴とする共振型電力送信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、送信アンテナから発生される電磁界における異物の有無を検出し、異物を
検出した場合に電力伝送の低減又は停止を行う共振型電力伝送システム及び共振型電力送
信装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図５に示すように、従来の電源装置において、異物の有無を検出する機能を有するもの
が知られている（例えば特許文献１参照）。この特許文献１に開示された電源装置では、
送信アンテナ１０１に対し、巻き軸が直交するセンサコイル１０２を複数設け（図５では
１つのみ図示）、当該センサコイル１０２の周囲１０３に存在する異物を検出している。
受信アンテナ（不図示）側についても同様に構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２１５０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来構成では、異物検出用のセンサコイル１０２を、送信アンテナ１０
１、受信アンテナとは別に設ける構成であるため、以下のような課題がある。まず、装置
全体がセンサコイル１０２分大型化してしまうという課題がある。すなわち、送信アンテ



(4) JP WO2015/097810 A1 2015.7.2

10

20

30

40

50

ナ１０１、受信アンテナ上にセンサコイル１０２を配置するため、特に高さ（厚み）が増
加し、また、質量も増加してしまう。また、送信アンテナ１０１から発生される電磁界の
範囲内であっても、送信アンテナ１０１、受信アンテナから離れた遠方に存在する異物、
又は送信アンテナ１０１と受信アンテナとの間の中心付近に存在する異物を検出すること
が困難であるという課題がある。また、異物検出用のセンサコイル１０２を多数必要とす
るため、コスト増加の原因となるという課題がある。また、異物検出用のセンサコイル１
０２を多数駆動する必要があるため、消費電力増加の原因となるという課題がある。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、送信アンテナから発
生される電磁界における異物の有無を検出することができ、異物を検出した場合に電力伝
送の低減又は停止を行うことができる共振型電力伝送システム及び共振型電力送信装置を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る共振型電力伝送システムは、第１の送信アンテナ、第１の受信アンテナ
、及び第１の送信アンテナへの電力供給を制御する第１の共振型送信電源装置を有する電
力伝送用の送受信系と、発生する電磁界の範囲が第１の送信アンテナから発生される電磁
界と重複する第２の送信アンテナ、第２の受信アンテナ、及び第２の送信アンテナへ定常
的又は断続的な小電力を供給する第２の共振型送信電源装置を有する異物検出用の送受信
系と、第２の受信アンテナからの小電力を受信して起動する起動回路、及び起動回路によ
り起動され、第１の受信アンテナからの電力を受信する受信電源装置とを備え、第２の共
振型送信電源装置は、第２の送信アンテナの送信電力状態を検出する送信電力状態検出回
路と、送信電力状態検出回路による検出結果に基づいて、重複する電磁界の範囲における
異物の有無を検出する異物検出回路と、異物検出回路により異物が検出された場合に、第
１の送信アンテナへの電力の供給を低減又は停止させるよう第１の共振型送信電源装置を
制御する電力制御回路とを備えたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、上記のように構成したので、送信アンテナ（第１の送信アンテナ）
から発生される電磁界における異物の有無を検出することができ、異物を検出した場合に
電力伝送の低減又は停止を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１に係る共振型電力伝送システムの構成を示す図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係る共振型電力伝送システムの動作を説明する図であ
り、（ａ）異物がない場合での異物検出用の送受信系の電圧の振幅（破線）、電力伝送用
の送受信系の電圧の振幅（実線）を示す図であり、（ｂ）異物がある場合での異物検出用
の送受信系の電圧の振幅（破線）、電力制御後の電力伝送用の送受信系の電圧の振幅（実
線）を示す図である。
【図３】この発明の実施の形態２に係る共振型電力伝送システムの構成を示す図である。
【図４】この発明の実施の形態２に係る共振型電力伝送システムの動作を説明する図であ
り、（ａ）第１の共振型送信電源装置に対する制御信号を示す図であり、（ｂ）受信電源
装置による負荷電流を示す図であり、（ｃ）異物検出用の送受信系の電流の振幅を示す図
である。
【図５】従来の電源装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１に係る共振型電力伝送システムの構成を示す図である。
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　共振型電力伝送システムは、電気信号を含む電力を伝送するものである。この共振型電
力伝送システムは、図１に示すように、第１，２の共振型送信電源装置１ａ，１ｂ、第１
，２の送信アンテナ２ａ，２ｂ、第１，２の受信アンテナ３ａ，３ｂ及び受信電源装置４
から構成されている。ここで、第１の共振型送信電源装置１ａ、第１の送信アンテナ２ａ
及び第１の受信アンテナ３ａは、主電力伝送を行う電力伝送用の送受信系である。また、
第２の共振型送信電源装置１ｂ、第２の送信アンテナ２ｂ及び第２の受信アンテナ３ｂは
、異物検出を行う異物検出用の送受信系である。また、第１，２の共振型送信電源装置１
ａ，１ｂ及び第１，２の送信アンテナ２ａ，２ｂは共振型電力送信装置を構成し、第１，
２の受信アンテナ３ａ，３ｂ及び受信電源装置４は共振型電力受信装置を構成する。
　なお図１では、各送受信系が伝送周波数として異なる固定周波数を用いて電力伝送を行
う場合を示しているが、これに限るものではなく、同一の固定周波数を用いてもよい。
【００１０】
　第１の共振型送信電源装置１ａは、第１の送信アンテナ２ａの前段に配置され、第１の
送信アンテナ２ａへの電力の供給を制御するものである。この第１の共振型送信電源装置
１ａは、電源制御回路１１ａから構成されている。
　電源制御回路１１ａは、高周波の交流出力をするインバータ回路１１１ａと、その出力
を制御する制御回路１１２ａとから構成されている。インバータ回路１１１ａは、ＡＣ入
力－ＡＣ出力型又はＤＣ入力－ＡＣ出力型のインバータ電源回路である。
【００１１】
　第１の送信アンテナ２ａは、第１の共振型送信電源装置１ａからの電力を、第１の受信
アンテナ３ａに伝送するものである（非接触に限定されない）。
　第１の受信アンテナ３ａは、第１の送信アンテナ２ａからの電力を受信するものである
（非接触に限定されない）。この第１の受信アンテナ３ａにより受信された電力は受信電
源装置４を介して負荷機器等（不図示）に供給される。
【００１２】
　第２の共振型送信電源装置１ｂは、第２の送信アンテナ２ｂの前段に配置され、第２の
送信アンテナ２ｂへの電力の供給を制御するものである。この第２の共振型送信電源装置
１ｂは、第２の送信アンテナ２ｂへの電力として、人体防護指針規格以下かつ受信電源装
置４の後述する起動回路４１を起動できる程度の小電力を定常的又は断続的に供給する。
また、第２の共振型送信電源装置１ｂは、図１に破線で示す第１の送信アンテナ２ａから
発生される電磁界（第１の送受信アンテナ２ａ，３ａ間の電力伝送空間及びその近傍を含
む空間）における異物の有無を検出する機能と、異物を検出した場合に第１の送信アンテ
ナ２ａへの電力の供給を低減又は停止させるよう第１の共振型送信電源装置１ａを制御す
る機能も有している。異物には、誘電体系の異物（人の手、動物等）と、磁性体系の異物
（金属等）が含まれる。この第２の共振型送信電源装置１ｂの詳細については後述する。
【００１３】
　第２の送信アンテナ２ｂは、第２の共振型送信電源装置１ｂからの電力を、第２の受信
アンテナ３ｂに伝送するものである（非接触に限定されない）。この第２の送信アンテナ
２ｂは、自身から発生する電磁界が第１の送信アンテナ２ａから発生される電磁界の範囲
と重複するような位置に配置される。すなわち、電力伝送用の送受信系では、伝送電力が
大きいと広範囲に電磁波が漏洩し、そのレベルは人体防護指針規格を超えるものとなる。
そのため、上記範囲に存在する異物を検出し、安全な状態に制御（電力伝送の低減又は停
止）することができるよう異物検出用の送受信系は配置される。
　第２の受信アンテナ３ｂは、第２の送信アンテナ２ｂからの電力を受信するものである
（非接触に限定されない）。
【００１４】
　受信電源装置４は、第１，２の受信アンテナ３ａ，３ｂと負荷機器等間に配置され、第
２の受信アンテナ３ｂからの電力により起動し、第１の受信アンテナ３ａからの電力（交
流出力）を整流するものである。この受信電源装置４は、ＡＣ入力－ＤＣ出力型又はＡＣ
入力－ＡＣ出力型の電源回路である。この受信電源装置４の詳細については後述する。
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　なお、無線電力伝送の場合における共振型電力伝送システムの伝送方式は特に限定され
るものではなく、磁界共鳴による方式、電界共鳴による方式、電磁誘導による方式のいず
れであってもよい。
【００１５】
　次に、第２の共振型送信電源装置１ｂの構成について説明する。
　第２の共振型送信電源装置１ｂは、送信電力状態検出回路１１ｂ及び電源制御回路１２
ｂから構成されている。
【００１６】
　送信電力状態検出回路１１ｂは、第２の送信アンテナ２ｂの送信電力状態を検出するも
のである。この送信電力状態検出回路１１ｂは、送信電力状態として、第２の送信アンテ
ナ２ｂから電力伝送できずに戻ってくる電力（反射電力）、第２の送信アンテナ２ｂに入
力される電圧と電流との位相差、電圧及び電流の各振幅を検出する。
【００１７】
　電源制御回路１２ｂは、送信電力状態検出回路１１ｂによる検出結果に基づいて第１，
２の送信アンテナ２ａ，２ｂで重複する電磁界の範囲における異物の有無を検出し、異物
を検出した場合に第１の送信アンテナ２ａへの電力の供給を低減又は停止させるよう第１
の共振型送信電源装置１ａを制御するものである。この電源制御回路１２ｂは、高周波の
交流出力をするインバータ回路１２１ｂと、その出力を制御する制御回路１２２ｂとから
構成されている。インバータ回路１２１ｂは、ＡＣ入力－ＡＣ出力型又はＤＣ入力－ＡＣ
出力型のインバータ電源回路である。制御回路１２２ｂは、制御パターン記憶回路１２３
ｂ、異物検出回路１２４ｂ及び電力制御回路１２５ｂから構成されている。
【００１８】
　制御パターン記憶回路１２３ｂは、異物検出及び電力制御に関する情報を記憶するメモ
リである。この制御パターン記憶回路１２３ｂに記憶される情報には、異物検出回路１２
４ｂで異物検出を行う際に用いる送信電力状態（反射電力、電圧と電流との位相差、電圧
及び電流の各振幅）に対する閾値を示す情報、当該送信電力状態を用いて検出可能な異物
の種別（誘電体系、磁性体系）を示す情報、異物の種別に応じた第１の共振型送信電源装
置１ａに対する制御内容（誘電体系の異物の場合には電力供給停止、磁性体系の異物の場
合には電力供給低減等）を示す情報が含まれる。
【００１９】
　異物検出回路１２４ｂは、制御パターン記憶回路１２３ｂに記憶された情報に従い、送
信電力状態検出回路１１ｂによる検出結果に基づいて、第１，２の送信アンテナ２ａ，２
ｂで重複する電磁界の範囲における異物の有無を検出するものである。
　電力制御回路１２５ｂは、異物検出回路１２４ｂにより異物が検出された場合に、制御
パターン記憶回路１２３ｂに記憶された情報に従い、第１の送信アンテナ２ａへの電力の
供給を低減又は停止させるよう第１の共振型送信電源装置１ａを制御するものである。こ
の際、電力制御回路１２５ｂは、第１の送信アンテナ２ａへの電力の供給を低減又は停止
させるための制御信号を発生し、第１の共振型送信電源装置１ａに出力する。
【００２０】
　次に、受信電源装置４の構成について説明する。
　受信電源装置４は、起動回路４１及びパワーライン電源回路４２から構成されている。
　起動回路４１は、第２の受信アンテナ３ｂからの小電力を受信して起動し、パワーライ
ン電源回路４２を起動するものである。
　パワーライン電源回路４２は、起動回路４１により起動し、第１の受信アンテナ３ａか
らの電力を受信するものである。
【００２１】
　また図１では、異物検出用の送受信系を１系統のみ図示した場合を示している。しかし
ながら、これに限るものではなく、電力伝送用の送受信系の周囲に小型の異物検出用の送
受信系（第２の送受信アンテナ２ｂ，３ｂは楕円型、丸型等）を複数系統配置してもよい
。また、図１のように送受信アンテナ２ａ，３ａが対向した送受信対向型の構成に限らず
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、送受信アンテナ２ａ，３ａが嵌合した送受信嵌合型の構成を用いてもよい。この送受信
嵌合型の場合には、第１の送信アンテナ２ａを内側に配置し、第２の送信アンテナ２ｂを
外側に配置してもよいし、その逆に配置してもよい。
【００２２】
　次に、上記のように構成された共振型電力伝送システムの動作について、図２を参照し
ながら説明する。なお図２では、電力伝送用の送受信系の第１の送信アンテナ２ａに入力
される電圧の振幅を実線で示し、異物検出用の送受信系の第２の送信アンテナ２ｂに入力
される電圧の振幅を破線で示している。
【００２３】
　共振型電力伝送システムでは、まず、異物検出用の送受信系が人体防護指針規格以下か
つ起動回路４１を起動できる程度の小電力で電力伝送を行う。すなわち、ＡＣ又はＤＣ電
力（小電力）が第２の共振型送信電源装置１ｂの電源制御回路１２ｂに供給され、電源制
御回路１２ｂのインバータ回路１２１ｂは高周波の交流出力を第２の送信アンテナ２ｂへ
供給する。第２の送信アンテナ２ｂへ供給された電力は、その交流周波数に共振して、第
２の送信アンテナ２ｂから第２の受信アンテナ３ｂへ伝送される。第２の受信アンテナ３
ｂで受信された電力は、受信電源装置４へ交流出力され、起動回路４１が起動する。
　その後、パワーライン電源回路４２が起動し、電力伝送用の送受信系が主電力の伝送を
開始する。すなわち、ＡＣ又はＤＣ電力（主電力）が第１の共振型送信電源装置１ａの電
源制御回路１１ａに供給され、電源制御回路１１ａのインバータ回路１１１ａは高周波の
交流出力を第１の送信アンテナ２ａへ供給する。第１の送信アンテナ２ａへ供給された電
力は、その交流周波数に共振して、第１の送信アンテナ２ａから第１の受信アンテナ３ａ
へ伝送される。第１の受信アンテナ３ａで受信された電力は、受信電源装置４へ交流出力
される。そして、受信電源装置４は、その電力を整流して、ＤＣ又はＡＣ出力する。
【００２４】
　一方、異物検出用の送受信系は、定常的又は断続的に小電力の電力伝送を行っている。
そして、第２の共振型送信電源装置１ｂでは、第２の送信アンテナ２ｂの送信電力状態を
、送信電力状態検出回路１１ｂにより検出し、電源制御回路１２ｂへその状態を示す信号
を送っている。そして、電源制御回路１２ｂの制御回路１２２ｂでは、第１，２の送信ア
ンテナ２ａ，２ｂの重複する電磁界の範囲における異物の有無を検出することで、第１の
送信アンテナ２ａへの交流出力を制御させるよう第１の共振型送信電源装置１ａを制御し
ている。
【００２５】
　ここで、第１，２の送信アンテナ２ａ，２ｂの重複する電磁界の範囲に異物が存在しな
い場合には、第２の送信アンテナ２ｂへ入力される電圧の振幅は、図２（ａ）の破線で示
すようになる。なお、異物が存在しない場合での電力伝送用の送受信系の第１の送信アン
テナ２ａへ入力される電圧の振幅は、図２（ａ）の実線で示すようになる。
【００２６】
　一方、上記範囲に異物が存在する場合には、異物検出用の送受信系の送信電力状態検出
回路１１ｂで検出される電圧の振幅は、図２（ｂ）の破線で示すようになる。すなわち、
異物が存在する場合での電圧の振幅は、異物による反射の影響により、異物が存在しない
場合での電圧の振幅に対して下がる。この例では、振幅が下がる場合の異物を示したが、
異物の種類によって振幅の変化方向は異なる。よって、この振幅の変化を監視することで
、異物の有無を検出することができる。なお図２では、送信電力状態のうちの電圧の振幅
のみを示しているが、他についても同様である。
【００２７】
　そして、異物検出回路１２４ｂにより異物が検出された場合には、電力制御回路１２５
ｂは、制御パターン記憶回路１２３ｂに記憶された情報に従い制御信号を第１の共振型送
信電源装置１ａに出力する。そして、第１の共振型送信電源装置１ａは、上記制御信号に
従い、第１の送信アンテナ２ａへの電力の供給を低減（異物検出用の送受信系での小電力
以下の電力へ下げる）又は停止する（図２（ｂ）の実線）。これにより、電力伝送用の送
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受信系による電力伝送を、上記異物に対して安全な状態に制御することができる。
　その後、異物の種別・大きさ等の程度によっては、異物検出用の送受信系からの電力が
受信電源装置４の起動回路４１へ伝わらなくなる。そのため、起動回路４１が停止し、受
信電源装置４全体が停止する。
【００２８】
　以上のように、この実施の形態１によれば、電力伝送用の送受信系と異物検出用の送受
信系を備え、第２の送信アンテナ２ｂの送信電力状態の変化を監視するように構成したの
で、第１，２の送信アンテナ２ａ，２ｂで重複する電磁界の範囲における異物の有無を検
出することができ、異物を検出した場合に第１の送信アンテナ２ａへの電力の供給を低減
又は停止することができる。
　また、異物検出において従来構成のような異物検出用のセンサコイル１０２等が不要な
ため、第１の送受信アンテナ２ａ，３ａを小型・軽量に構成することができる。また、第
１の送信アンテナ２ａから発生される電磁界における第１の送信アンテナ２ａから離れた
遠方、又は第１の送受信アンテナ２ａ，３ａの中心付近に存在する異物も検出することが
できる。
【００２９】
　なお図１に示す送信電力状態検出回路１１ｂでは、送信電力状態として、反射電力、電
圧と電流との位相差、電圧及び電流の各振幅を全て検出する場合について示したが、これ
に限るものではなく、異物の検出精度は低下するが検出項目を削除しても構わない。
【００３０】
　また図１に示す送信電力状態検出回路１１ｂは、第２の受信アンテナ３ｂの入力インピ
ーダンスの変化に応じて第２の送受信アンテナ２ｂ，３ｂの共振結合インピーダンスを調
整する際の検出回路として共通化が可能であり、低コスト化を図ることができる。この場
合には、送信電力状態検出回路１１ｂによる検出結果に基づいて、第２の送信アンテナ２
ｂの共振インピーダンスを調整する（第２の送受信アンテナ２ｂ，３ｂ間の共振条件を合
わせる）共振インピーダンス調整回路が別途設けられる。
【００３１】
実施の形態２．
　図３はこの発明の実施の形態２に係る共振型電力伝送システムの構成を示す図である。
この図３に示す実施の形態２に係る共振型電力伝送システムは、受信電源装置４の起動回
路４１に識別信号発生回路４１１及び状態信号発生回路４１２を追加したものである。そ
の他の構成は同様であり、同一の符号を付して異なる部分についてのみ説明を行う。
【００３２】
　なお図３に示す例では、電力伝送用の送受信系は伝送周波数として６．７８ＭＨｚ帯を
用いて電力伝送を行い、異物検出用の送受信系は伝送周波数として１３．５６ＭＨｚ帯で
電力伝送を行う場合を示しているが、これに限るものではない。なお、上記各周波数帯は
商用電源で用いられる周波数帯である。
【００３３】
　識別信号発生回路４１１は、受信電源装置４の識別情報を示す信号（識別信号）を発生
して異物検出用の送受信系の伝送周波数上に重畳するものである。この際、識別信号発生
回路４１１は、識別信号として、パルス負荷等によりシリアル信号等を発生する。
　状態信号発生回路４１２は、受信電源装置４の受信状態を示す信号（状態信号）を発生
して異物検出用の送受信系の伝送周波数上に重畳するものである。受信状態としては、例
えば受信電源装置４の過充電状態や動作異常状態、大きな電力を必要とする電力要求状態
等が挙げられる。また、状態信号発生回路４１２は、状態信号として、パルス負荷等によ
りシリアル信号等を発生する。
【００３４】
　送信電力状態検出回路１１ｂは、実施の形態１における機能に加え、自身の検出結果か
ら識別信号発生回路４１１又は状態信号発生回路４１２により重畳された信号（識別信号
、状態信号）を抽出する機能を有している。
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　また、電力制御回路１２５ｂは、実施の形態１における機能に加え、送信電力状態検出
回路１１ｂにより抽出された信号に基づいて、第１の共振型送信電源装置１ａを制御する
機能を有している。ここで、上記信号が識別信号の場合には、電力制御回路１２５ｂは、
その識別信号に基づいて受信電源装置４の認証を行い、認証できた場合に第１の送信アン
テナ２ａへ電力を供給させるよう第１の共振型送信電源装置１ａを制御する。また、上記
信号が状態信号の場合には、電力制御回路１２５ｂは、その状態信号が示す受信状態に基
づいて第１の共振型送信電源装置１ａを制御する。
【００３５】
　次に、上記のように構成された共振型電力伝送システムの動作について、図４を参照し
ながら説明する。なお図４において、（ａ）は第１の共振型送信電源装置１ａに対する制
御信号の有無を示し、（ｂ）は受信電源装置４から異物検出用の送受系に対して重畳され
る識別信号を示し、（ｃ）は異物検出用の送受信系の第２の送信アンテナ２ｂに入力され
る電流の振幅を示している。
【００３６】
　共振型電力伝送システムでは、まず、異物検出用の送受信系が人体防護指針規格以下か
つ起動回路４１を起動できる程度の小電力で電力伝送を行う。すなわち、ＡＣ又はＤＣ電
力（小電力）が第２の共振型送信電源装置１ｂの電源制御回路１２ｂに供給され、電源制
御回路１２ｂのインバータ回路１２１ｂは高周波の交流出力を第２の送信アンテナ２ｂへ
供給する。第２の送信アンテナ２ｂへ供給された電力は、その交流周波数に共振して、第
２の送信アンテナ２ｂから第２の受信アンテナ３ｂへ伝送される。第２の受信アンテナ３
ｂで受信された電力は、受信電源装置４へ交流出力され、起動回路４１が起動する。
【００３７】
　次いで、起動回路４１の識別信号発生回路４１１は、図４（ｂ）に示すように、受信電
源装置４の識別信号を発生して異物検出用の送受信系の伝送周波数上に重畳する。そして
、図４（ｃ）に示すように、送信電力状態検出回路１１ｂは識別信号を電流リップル等に
より抽出する。そして、電力制御回路１２５ｂは、この識別信号に基づき受信電源装置４
の認証を行い、認証できた場合には第１の送信アンテナ２ａへ電力を供給させるよう第１
の共振型送信電源装置１ａを制御する（図４（ａ））。
【００３８】
　その後、パワーライン電源回路４２が起動し、電力伝送用の送受信系が主電力の伝送を
開始する。すなわち、ＡＣ又はＤＣ電力（主電力）が第１の共振型送信電源装置１ａの電
源制御回路１１ａに供給され、電源制御回路１１ａのインバータ回路１１１ａは高周波の
交流出力を第１の送信アンテナ２ａへ供給する。第１の送信アンテナ２ａへ供給された電
力は、その交流周波数に共振して、第１の送信アンテナ２ａから第１の受信アンテナ３ａ
へ伝送される。第１の受信アンテナ３ａで受信された電力は、受信電源装置４へ交流出力
される。そして、受信電源装置４は、その電力を整流して、ＤＣ又はＡＣ出力する。
【００３９】
　一方、異物検出用の送受信系は、定常的又は断続的に小電力の電力伝送を行い、異物検
出を行う。この異物検出用の送受信系による異物検出動作は、実施の形態１と同様であり
その説明を省略する。
【００４０】
　また、受信電源装置４の状態信号発生回路４１２は、受信電源装置４の状態信号を発生
して異物検出用の送受信系の伝送周波数上に重畳する。そして、送信電力状態検出回路１
１ｂは状態信号を電流リップル等により抽出する。そして、電力制御回路１２５ｂは、状
態信号に基づいて第１の共振型送信電源装置１ａを制御する。この際、状態信号が過充電
状態や動作異常状態等を示している場合には、第１の送信アンテナ２ａへの電力の供給を
停止させるよう第１の共振型送信電源装置１ａを制御する。また、状態信号が電源要求状
態等を示している場合には、第１の送信アンテナ２ａへの電力の供給を最大にさせるよう
第１の共振型送信電源装置１ａを制御する。
【００４１】
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　以上のように、この実施の形態２によれば、受信電源装置４と異物検出用の送受信系と
の間で通信を行うように構成したので、実施の形態１の効果に加え、受信電源装置４の認
証、状態検出を行うことができる。また、受信電源装置４の認証を行うことができるため
、本発明を用いて受信電源装置４に対する課金システムを構成することができる。
【００４２】
　なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、ある
いは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要
素の省略が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　この発明に係る共振型電力伝送システムは、送信アンテナから発生される電磁界におけ
る異物の有無を検出することができ、異物を検出した場合に電力伝送の低減又は停止を行
うことができ、送信アンテナへの電力の供給を制御する共振型電力伝送システム等に用い
るのに適している。
【符号の説明】
【００４４】
　１ａ，１ｂ　第１，２の共振型送信電源装置、２ａ，２ｂ　第１，２の送信アンテナ、
３ａ，３ｂ　第１，２の受信アンテナ、４　受信電源装置、１１ｂ　送信電力状態検出回
路、１１ａ，１２ｂ　電源制御回路、４１　起動回路、４２　パワーライン電源回路、１
１１ａ，１２１ｂ　インバータ回路、１１２ａ，１２２ｂ　制御回路、１２３ｂ　制御パ
ターン記憶回路、１２４ｂ　異物検出回路、１２５ｂ　電力制御回路、４１１　識別信号
発生回路、４１２　状態信号発生回路。

【図１】 【図２】
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【国際調査報告】
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